事　務　連　絡
平成２０年１２月１日

関係法人代表者　様

神奈川県保健福祉部障害福祉課

グループホーム等の改正消防法施行令施行等に伴う障害者自立基盤整備事業

の事前協議に係る自動火災報知設備の基準緩和について
　平成２０年１１月１０日付け障福第５６９号の留意事項として、「１１月下旬に自動火災報知設備の基準緩和が示される予定」との通知をいたしましたが、再度、消防庁に確認をしたところ、火災通報装置及びスプリンクラーと合わせて基準緩和が示されるため、発出が遅れることが明らかになりました。
　従いまして、標記の協議申請につきましては、現行の自動火災報知設備の基準にて準備を進めていただきますようお願いいたします。


問い合わせ先

施設福祉班　　瀧本、竹井

０４５―２１０―４７２４
